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公布された法令のあらまし 

 

◎兵庫県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則（規則第４号） 

 利用者の需要の変化に応じた公園施設の更新を図るため、兵庫県立播磨中央公園の野外ステージを撤去し

たことに伴い、所要の整備を行うこととした。 
 

規 則 

 

 兵庫県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月22日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県規則第４号 

   兵庫県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 兵庫県立都市公園条例施行規則（昭和39年兵庫県規則第105号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３有料公園施設の款野外ステージの項を削る。 

 別表第４中３の部を削り、４の部を３の部とし、５の部から９の部までを４の部から８の部までとする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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